
実施
年度

監査区分 文書指摘の内容 改善状況の内容 実施年月

5 未実施 － － －

6 未実施 － － －

7 実地

評議員の任期について
　前回の指導監査で、評議員の任期を定款の規定より１年長く
設定していると指摘していたが、是正されていない。評議員の
任期は、定款の定めるところにより、令和７年度決算に係る定
時評議員会の終結の時までに修正を行うこと。

【法人定款第７条第１項】

令和８年３月１３日の理事会、同年３月２７日の評議員会にて指導
監査にて指摘を受けた評議員の任期を報告します。令和８年５月に
評議員選任・解任委員会を開催し評議員を選任し任期を修正しま
す。実施時期等は、令和８年５月３１日

R7.12

7 実地

役員等に対する報酬等の支給基準について
　「役員等の報酬及び費用弁償規程」の改正が行われている
が、評議員会の承認を受けていない。当該規程を改正するとき
は、評議員会の承認を受けること。

【法第４５条の３５第２項、法人定款第１０条第３号】

令和８年３月２７日の評議員会にて、役員等に対する報酬等の支給
基準規程の承認を得ます。実施時期等は、令和８年３月３１日 R7.12

「実地」・・・実地による監査を実施
「書面」・・・書面による監査を実施
「未実施」・・・監査の周期（3～5年に1回実施）に該当しない年度
「延期」・・・特別な事情により延期した場合
「中止」・・・災害等により延期
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